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問村
長

村
長問問 　

　

村
づ
く
り
推
進
担
当
部
署
の
必
要
性
は

　

　
課
横
断
的
村
づ
く
り
チ
ー
ム
な
ど
検
討

課の再編

答 問

【
課
の
再
編
に
つ
い
て
】

理
由
と
住
民
メ
リ
ッ
ト
は
。

事
業
量
と
構
成
員
数
な
ど

に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
あ
る

た
め
再
編
し
、
組
織
活
性
化
と
住

民
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
目
的
と
し
ま

し
た
。

村
づ
く
り
を
推
進
す
る
担

当
部
署
の
必
要
性
は
。

担
当
課
を
設
置
す
る
に
至

ら
な
か
っ
た
た
め
、
課
を

横
断
し
た
「
村
づ
く
り
チ
ー
ム
」

な
ど
を
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

廃
止
さ
れ
る
環
境
課
担
当

の
景
観
形
成
や
自
然
環
境

保
全
は
、
こ
れ
か
ら
が
大
事
な
と

こ
ろ
で
あ
る
が
。

村
長

事
業
は
総
務
課
や
住
民
課

な
ど
の
担
当
と
な
り
、

サ
ー
ビ
ス
低
下
の
な
い
よ
う
考
慮

し
ま
す
。

【
下
水
道
受
益
者

　
　
負
担
金
問
題
に
つ
い
て
】

村
長問

住
民
監
査
請
求
結
果
を
受

け
て
の
対
応
は
。

賠
償
請
求
に
関
し
て
の
審

査
会
を
立
ち
上
げ
、
５
～

７
名
の
委
員
で
、
指
定
さ
れ
た
８

月
17
日
ま
で
の
答
申
を
責
務
と
し

ま
す
。

問
電
算
処
理
シ
ス
テ
ム
変
更

の
必
要
性
と
、
時
期
の
妥

当
性
は
。

建
設
水

道
課
長

賦
課
の
対
象
で
あ
る
固

定
資
産
の
異
動
状
況
と

連
動
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
課
内

で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
こ
の
時
期

と
な
り
ま
し
た
。

【
観
光
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
】

村
長問

観
光
局
移
転
計
画
は
。

５
月
末
の
局
の
総
会
を
経

て
、
７
月
１
日
か
ら
観
光

課
と
同
じ
多
目
的
研
修
集
会
施
設

２
階
へ
移
転
予
定
で
す
。

村
長

村
長問問

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
館
の

今
後
の
運
営
は
。

検
討
中
で
す
。

現
在
の
観
光
局
の
土
地
と

村
有
の
建
物
に
つ
い
て
は
。

借
地
契
約
は
今
年
度
で
終

了
。
そ
の
後
は
所
有
者
へ

返
却
を
考
え
て
い
ま
す
。
建
物
購

入
費
返
済
は
終
了
し
ま
し
た
。
村

民
に
よ
る
有
効
利
用
な
ど
を
視
野

に
利
用
を
検
討
し
た
い
で
す
。

す
。問村

長

観
光
大
使
の
任
命
は
。

村
民
か
ら
の
提
案
を
い

た
だ
き
な
が
ら
、
今
後
、

決
定
し
て
い
き
た
い
で
す
。

問村
長

観
光
施
設
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
推
進
は
。

今
後
、
公
共
施
設
に
は
必

要
な
措
置
を
講
じ
、
民
間

施
設
へ
は
適
切
な
指
導
を
し
て
ま

い
り
た
い
で
す
。

【
保
健
事
業
に
つ
い
て
】

問
導
入
予
定
の
母
子
保
健
に

係
る
電
算
シ
ス
テ
ム
と
は
。

住
民
福

祉
課
長

妊
娠
か
ら
死
亡
ま
で
を

デ
ー
タ
化
し
て
一
元
管

理
す
る
た
め
、
既
存
の
シ
ス
テ
ム

に
母
子
保
健
部
分
を
加
え
る
も
の

で
、
予
防
接
種
や
検
診
な
ど
に
も

円
滑
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

問
３
歳
児
眼
科
検
診
の
実
施

状
況
は
。

住
民
福

祉
課
長

ま
す
。

平
成
９
年
か
ら
必
須
検

診
と
し
て
実
施
し
て
い

問村
長

局
と
新
た
な
課
の
役
割
分

担
は
。

局
は
会
員
の
た
め
の
情
報

発
信
、
誘
客
事
業
。

問
村
の
２
次
検
診
に
眼
科
専

門
職
配
置
が
必
要
で
は
。

課
は
観

住
民
福

祉
課
長

現
在
は
考
え
て
い
ま
せ

ん
。

光
事
業
の
企
画
、
立
案
と
考
え
ま

篠﨑 久美子 議員

課の再編による観光課の移転


